
長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査及び認定申請の流れ

・技術的審査依頼書の作成

　 （認定申請書含む）

（正・副・副）

申請者 評価機関

技術的審査依頼書の受付
[提出]

技術的審査依頼書の提出
（正・副・副）

（正本１部、副本２部）　計３部提出

１．認定申請書（所管行政庁様式）．．．．３部

２．技術的審査依頼書（別記様式1号）．．1部 ●確認事項

３．設計内容説明書．．．．．．．．．．．．．３部 ・依頼書、申請書の様式・記載漏れ等確認

４．認定申請に係る添付図書（各種図面、 ・添付図書の有無の確認

　　計算書）．．３部（添付図書一覧別紙参照）

５．委任状（代理者が申請の場合）．．．．１部

６ その他必要な書類（各評価等を受けた場合）

技術的審査依頼書 受付技術的審査依頼書 提出

６．その他必要な書類（各評価等を受けた場合）

　　．．．．．３部

（住宅性能評価証、住宅型式性能認定書）

（建築確認に関する申請図書）

（型式住宅部分等製造者認証書）

　（技術的審査依頼書のコピーに受付印を

　押印したものを受付済書とする）

技術的審査依頼受付済書の通知受付済書の受領
[通知]

押印したものを受付済書とする）

・不足内容への対応 ●確認事項

・依頼書及び申請書・添付図書の内容

・認定基準区分

・申請手数料

不足等があれば連絡

《契約とみなす》

引受承諾書の交付

（長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査）

[交付]
引受承諾書の受取

不足内容への対応

手数料振込用カップ

（手数料の振込み）

・手数料の振込み ●審査業務開始

・申請書等の内容を審査

●質疑・審査票の作成

[通知]
質疑・審査票の通知質疑・審査票の受取

・質疑・審査票内容への対応 ●再審査

・質疑・審査票内容に伴う訂正 ●適合証の作成

・添付図書に審査済印を押印し適合申請書作成

（副本２部）

（訂正の確認）

[交付]
技術的審査適合証の受取

適合証の交付

（長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査）

（副本２部）

１．技術的審査適合証（別記様式2号）．．．．．．．１部

２．認定申請書（所管行政庁様式）．．．．．．．．．２部

３．設計内容説明書．．．．．．．．．．．．．．．．．．２部

（正本１部、副本１部）　　計２部提出 ４．認定申請に係る添付図書（各種図面、

１．認定申請書（正副共押印）．．．．．．．．２部 　　計算書）．．２部（添付図書に審査済印を押印する）

２．技術的審査適合証（副にｺﾋﾟｰを添付）．１部 ５．その他必要な書類（各評価等を受けた場合）．２部

３．設計内容説明書．．．．．．．．．．．．．．２部 （住宅性能評価証、住宅型式性能認定書）

４．認定申請に係る添付図書（審査済の押印さ （建築確認済証）

所管行政庁へ認定申請

認定申請 係 添付図書（審 済 押印 （建築確認済証）

　　れたれたもの）

５．委任状（代理者が申請の場合）

６．その他必要な書類（各評価等を受けた場合）

　　．．．．写し２部

（住宅性能評価証、住宅型式性能認定書）

（建築確認済証・・必須）

（型式住宅部分等製造者認証書）

（型式住宅部分等製造者認証書）

別紙



認定申請に係る添付図書一覧

各種図面・計算書 明示すべき事項

附近見取り図 方位、道路及び目標となる地物

縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建物の位置、申請に係る

配置図 建築物の他の建築物との別及び設備配管に係る外部の排水舛の

位置

仕様書（仕上げ表を含む） 部材の種別、寸法及び取り付け方法

縮尺 方位 間取り 居室の寸法 階段の寸法及び構造 廊下及び縮尺、方位、間取り、居室の寸法、階段の寸法及び構造、廊下及び

各階平面図 出入り口の寸法、段差の位置及び寸法、壁の種類及び位置、通し柱

の位置、筋交いの種類及び位置、開口部の位置及び構造、換気口の

位置、設備の種別、点検口及び掃除口の位置並びに配管取出口及び

縦管の位置

床面積求積図 床面積の求積に必要な建築物の各部の寸法及び算式床面積求積図 床面積 求積 必要な建築物 各部 法及 算

二面以上の立面図 縮尺並びに小屋裏換気口の種別、寸法及び位置

縮尺、建築物の高さ、外壁及び屋根の構造、軒の高さ、軒及び庇の出

断面図又は矩計図 小屋裏の構造、各階の天井高さ、天井の構造、床の高さ及び構造並び

に床下及び基礎の構造

基礎伏図 縮尺 構造躯体の材料の種別寸法並びに行かした換気口の寸法及び基礎伏図 縮尺、構造躯体の材料の種別寸法並びに行かした換気口の寸法及び

位置

各階床伏図 縮尺並びに構造躯体の材料の種別及び寸法

小屋伏図 縮尺並びに構造躯体の材料の種別及び寸法

各部詳細図 縮尺並びに断熱部その他の部分の材料の種別及び寸法

各種計算書 構造計算その他の計算を要する場合における当該計算の内容

＊　表の各項に掲げる明示すべき事項を他の図書に明示しても良い。当該各項目に掲げる事項を全て他の

　　図書に明示したときは、当該図書を要しない。


